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策
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堀

江

保

蔵

序
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三三F
回

頃
日
汐
見
殺
授
よ
り
「
有
島
武
手
記
集
し
を
併
跡
地
す
る
の
機
を
得
た
。
本
書
は
、
門
司
税
関
長
杉
基
一
氏
が
、
有
島
生
馬
氏
上
り
迭

ら
れ
た
柄
本
を
通
読
し
て
、
そ
れ
が
明
治
初
年
の
我
闘
の
軍
要
財
政
経
品
川
問
題
殊
に
関
税
問
頓
に
闘
し
て
極
め
て
貴
重
た
る
丈
献
な

る
己
と
を
感
じ
、
生
局
氏
の
諒
解
を
得
て
門
司
税
関
調
査
と
し
て
梓
に
上
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
四
六
倍
判
和
袋
、
本
文
五
十
八
頁

の
小
冊
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
杉
氏
が
感
ぜ
ら
る
L
が
如
曹
貴
重
注
文
献
で
あ
り
、
同
時
に
廃
〈
頒
布
せ
ら
れ
な
い
性
質
の
も
の
で
あ

ゐ
る
の
で
、
己
h

に
そ
の
紹
介
主
策
ね
て
有
島
武
の
経
済
策
論
の
一
端
者
見
る
己
と
L
し
よ
う
。

右
に
通
ぶ
る
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
有
島
武
の
何
人
左
る
や
は
略
々
鋭
は
れ
る
と
思
ふ
が
、
行
論
の
必
要
上
「
新
撰
大
人
名
僻
典
」
に
よ

っ
て
そ
の
略
歴
を
一
一
一
日
寸
る
。
有
島
武
は
初
め
官
史
、
後
に
賞
説
家
主
し
で
明
治
時
代
に
品
附
随
し
た
人
で
あ
る
。
天
保
十
一
年
鹿
児

島
落
士
有
島
宇
兵
衛
の
長
男
に
生
れ
、
寓
延
元
年
二
十
一
歳
に
し
て
長
崎
に
出
で
更
に
江
戸
に
赴
い
て
砲
術
・
練
兵
並
に
突
誼
聞
を
修

め
、
維
新
後
官

4
器
務
に
た
づ
さ
は
っ
た
が
、
明
治
五
年
疋
月
粗
税
寮
同
仕
を
非
命
、
爾
後
二
十
年
徐
官
支
と
し
て
間
務
。
途
仔
に

任
じ
た
。
町
ち
こ
白
問
先
づ
関
税
行
政
の
事
を
執
掌
し
、
十
一
年
に
は
之
れ
に
閲
し
て
欧
洲
に
差
遣
せ
ら
れ
、
師
朝
後
大
蔵
省
少
書

記
官
に
任
じ
、
七
五
年
続
演
税
関
長
に
進
み
、
共
後
闘
枕
局
長
・
悶
償
局
長
に
匪
住
し
、
以
て
二
十
六
年
の
退
官
に
及
ん
だ
。
退
官
後

十
五
銀
行
に
入
り
て
取
締
役
に
任
じ
、
日
本
帥
間
近
曾
枇
専
務
取
締
役
、
日
本
郵
便
脅
枇
股
夜
役
を
粂
ね
で
買
業
界
に
祈
願
し
た
。
大

有
島
武
白
純
情
策
論

備
五
十
五
巻

五
八
七

蝉
五
揖

ブも
三五



有
島
武
田
秘
済
昔
前

俸
五
十
軍
巻

九
六

五
八
八

位
指
五
緋

E
=
一
年
十
三
月
三
日
夜
、
享
年
七
十
五
。
従
コ
一
位
勅
一
等
に
綾
せ
ら
る
。
故
武
郎
氏
・
生
馬
氏
等
五
男
一
プ
女
が
あ
ヲ
旬
。

商
業
合
議
所
の
創
設

我
闘
白
商
業
舎
議
所
は
明
治
十
一
年
二
一
月
に
設
立
せ
ら
れ
た
東
京
商
業
合
議
所
|
!
初
め
商
法
曾
議
所
と
い
ふ

l
l
E以
て
鴨
矢

-
益
田
孝
・
五
代
友
厚

K
E営
時
の
財
界
白
先
発
者
逮
で
あ
っ
た
。

と
す
る
が
、
そ
り
創
設
に
多
大
の
一
頁
献
あ
り
し
は
、
協
調
陣
栄
一

是
よ
り
光
東
京
に
は
江
戸
町
曾
所
の
後
身
で
あ
る
東
京
曾
議
所
が
あ
り
、
市
政
白
一
部
を
捨
営
す
る
と
共
民
、
府
知
事
の
諮
問
に
臆

巳
て
商
工
業
。
欣
況
等
に
闘
し
意
見
を
開
陳
し
て
ゐ
た
が
、
モ
れ
が
十
年
に
解
散
す
る
や
、
従
来
そ
の
合
頭
の
臓
に
あ
っ
た
糠
揮
は
、

か
aa
る
諮
問
機
関
白
存
在
白
必
要

E
痛
感
し
、
時
白
工
部
卿
伊
藤
博
文
、
大
蔵
卿
大
限
重
信
に
謀
り
、
補
卿
O
誘
導
白
下
位
商
業
舎

議
所
設
立
白
運
び
と
な
っ
た
の
で
あ
ゐ
。

か
や
う
に
商
業
曾
議
所
は
東
京
曾
議
所
の
後
を
受
け
、
経
枠
上
の
必
要
に
基
い
て
設
立
さ
れ
た
も
但
で
あ
る
が
、
モ
白
設
立
D
動

生残年に閥IJ手間集」には天保十三年生、大正四年建主ある。
「青l!'J先生回顧晶」上巻、 416頁以下
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機
が
封
外
経
済
関
係
に
あ
っ
た
己
と
も
忘
れ
て
は
た
ち
た
い
と
と
ろ
で
あ
る
。
と
の
賭
を
卒
直
に
漣
ぺ
た
も
の
は
「
明
治
商
工
史
」
に

見
ゆ
る
抽
出
揮
翁
執
筆
の
記
事
で
あ
っ
て
、
一
郎
ち
左
の
如
〈
で
あ
る
ロ

『
吾
邦
に
商
業
曾
議
所
白
設
立
せ
ら
れ
し
は
明
抽
十
一
年
=
今
月
に
在
り
、
其
白
創
立
自
動
機
は
商
人
時
各
自
其
白
品
要
を
認
品
て
之
れ
を
粗
撤
し
た

る
に
非
ず
、
事
ろ
政
府
よ
り
勧
誘
せ
ら
れ
其
四
位
損
に
よ
p
て
之
札
を
組
織
す
る
に
豆
り
し
也
白
に
し
て
、
明
治
+
年
白
充
、
伊
蕗
工
部
卿
、
大
腿
大

藤
卿
は
親
し
〈
其
誘
導
由
捗
を
執
ら
れ
き
、
蓋
L
首
時
時
的
改
正
由
議
起
p
、
我
闘
よ
り
外
国
に
謝
し
屡
々
之
れ
を
受
捗
L
談
判
す
る
所
串
り
た
る
も
、

外
国
に
て
は
之
れ
を
以
て
単
に
政
府
白
役
人
白
露
と
錯
し
、
閥
横
白
高
低
は
日
本
商
業
家
の
輿
論
と
見
倣
す
べ
き
根
擁
な
き
を
耕
じ
、
侵
入
白
想
像
誌

と
商
業
家
白
究
一
陣
窓
品
、
と
相
告
す
る
宇
否
や
暗
バ
之
れ
を
知
る
に
苦
む
と
な
し
て
、
其
白
宜
捗
に
膳
ず
ざ
る
車
情
あ
り
き
o

勾
品
に
官
局
者
は
商
業
曾
}
〉
}

Z

2

3

 

議
所
な
る
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設
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感
知
し
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所
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己
の
引
用
丈
に
見
え
る
と
こ
ろ
に
は
信
十
ぺ
苦
節
が
多
分
に
あ
る
。
而
し
て
そ
れ
を
裏
書
き
す
る
も
の
が
己

D

「
手
記
集
」
で
あ

る。
本
書

ιよ
れ
ば
、
租
税
寮
出
仕
を
命
ぜ
ら
れ
た
有
島
武
の
任
務
は
、
御
傭
米
人
ウ
ヰ
リ
ヤ
ム
に
就
い
て
碕
務
を
研
究
す
る
に
あ
っ

た
。
ウ
ヰ
ヲ
ヤ
ム
呈
且
岡
は
租
税
牧
入
の
増
加

E
主
と
し
て
関
税
に
求
め
ん
と
す
る
に
あ
っ
た
ゃ
う
で
あ
る
が
叫
我
が
閥
枕
樺
が
保

約
に
よ
っ
て
束
締
せ
ら
れ
て
ゐ
る
事
貨
を
知
る
に
及
び
、
内
閲
枕
中
の
消
也
被
・
煙
草
枕
・
茶
税
・
印
紙
枕
等
に
よ
っ
て
収
入
を
増

加
す
べ
き
案
を
樹
て
た
。
と
の
聞
に
於
で
閥
給
及
び
関
税
植
の
主
要
事
項
た
る
と
と
を
知
っ
た
有
島
は
、
爾
後
常
に
と
の
問
題
を
念

題
に
誼
昔
、
『
関
税
を
傑
約
よ
り
引
放
し
て
行
政
規
則
に
せ
ん
』
と
欲
し
、
志
を
同
巳
〈
せ
る
大
書
記
官
士
口
原
罪
俊
を
遇
ヒ
て
、
意
白

存
ず
る
と
己
ろ
を
大
限
大
蔵
卿
に
陳
述
し
た
。
己
の
事
は
大
限
卿
の
宿
志
で
も
あ
っ
た
占
己
ろ
か
ら
、
十
年
一
月
有
島
は
閲
税
局
勤

，
務
・
租
険
局
粂
務
を
命
ぜ
ら
れ
、
等
で
閥
枕
諸
規
則
税
同
調
賓
の
委
員
を
櫓
営
し
、
そ
の
調
脊
一
整
頓
し
た
る
草
案
を
大
蔵
卿
に
提
出

し
た
。
而
し
て
と
白
草
案
を
外
務
省
を
経
て
わ
が
駐
英
公
使
に
法
っ
た
と
と
ろ
、
聞
も
た
〈
同
案
に
針
し
て

7

y
チ
ヱ
ス
タ

1
商
業

合
議
所
に
異
議
あ
る
由
。
情
報
に
接
し
、
己
誌
に
我
闘
に
も
同
様
の
機
闘
を
設
け
る
必
要
が
痛
感
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
の

商
業
品
目
議
所
創
設
に
至
る
経
緯
を
「
手
記
集
」
よ
り
引
用
す
る
に
左
の
如
く
で
あ
る
。

『
時
の
大
限
大
蔵
脚
保
約
改
主
に
付
或
目
白
話
調
K
、
常
省
意
且
の
椀
目
案
は
英
閤
マ
ン
チ
ェ
ス
F
y
商
業
合
議
所
異
議
あ
る
の
情
報
あ
り
を
外
務

省
よ
り
聞
け
り
と
。
武
其
由
如
何
な
る
鈷
な
否
や
は
知
る
に
由
な
し
。
然
し
な
が
ら
別
に
貿
易
上
障
碍
と
成
る
案
に
あ
ら
ざ
る
磐
な
り
。
善
し
兎
に
角

我
れ
に
も
向
業
諮
問
所
を
創
設
し
諮
両
槽
闘
ξ

せ
ん
事
如
何
あ
る
べ
き
宇
と
促
L
申
ナ
e

卿
目
f
、
知
何
せ
ん
と
ず
る
や
。
武
容
品
、
諮
詞
案
を
下
だ

L
民
答
申
を
鼎
肱
あ
ら
ぽ
大
に
穂
目
立
案
自
助
け
と
な
る
べ
し
主
。
卿
卸
ち
果
断
し
東
京
に
で
臨
時
・
品
同
を
大
阪
よ
り
五
代
を
招
き
協
る
所
あ
司
自
べ

し
と
。
後
久
し
か
ら
干
し
て
骨
議
所
成
立
し
、
武
の
習
知
梅
揮
精
一
幸
に
之
れ
が
書
記
た
り
。
式
時
々
同
省
選
出
に
立
寄
り
親
L
〈
其
意
見
を
宜
換

し
、
大
に
便
宜
を
待
た
り
。
現
在
の
商
業
骨
議
所
内
濫
胸
是
な
り
。
』

有
島
品
目
担
済
策
論

岨
用
車
十

E
巷

五
凡
九

峠

m
E
掠

ブL

七

との事は開碕枚入を以て主要租税枚入主せる米関人として常然であった。倫
ほウ..，ヤ 2は Sa皿 llelW illiams ;i.i~。
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..， 
方
今
宇
内
の
形
勢
を
見
る
に
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有
島
武
の
経
済
策
論

措
伊
豆
十
五
巻

ブL
F、

五
九

O

第
五
披

要
す
る
に
商
業
合
議
所
創
設
の
動
機
が
一
つ
に
は
岡
門
事
情
に
あ
っ
た
と
と
は
間
違
引
い
た
い
と
し
て
も
、
よ
り
重
要
な
る
動
機
が

封
外
経
桝
閥
係
、
殊
に
闘
枕
改
正
問
題
に
あ
っ
た
と
と
は
、
以
上
に
よ
っ
て
明
か
で
あ
ら
う
。
従
っ
て
そ
の
創
設
に
常
り
主
導
的
役

割
を
按
じ
た
も
の
が
率
"
の
一
政
府
(
具
惜
的
に
は
大
限
大
蔵
卿
)
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
と
同
時
に
、
そ
の
創
設
の
産
婆
役
を
勤
め
た
有
島

武
白
存
在
主
改
め
て
認
識
す
る
次
第
で
あ
る
。

製
銭
田
川
創
設
意
見

有
島
が
図
債
局
長
に
特
じ
た
明
治
二
十
四
年
は
、
そ
の
頃
製
鍛
事
業
が
軍
事
上
・
終
消
上
忽
せ
に
す
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
が
識
者
。

問
に
盛
ん
に
唱
へ
ら
れ
た
年
で
あ
り
、
悔
軍
省
所
管
の
製
鋼
所
設
立
案
が
議
舎
に
提
出
せ
ら
れ
た
年
で
あ
る
。
か
ね
て
税
闘
長
或
は

関
税
局
長
と
し
て
、
営
時
餓
鋼
の
綿
入
多
大
に
し
て
、

FE
貨
た
め
に
流
出
す
る
も
の

E
額
忙
上
る
の
紋
態
を
知
悉
し
て
ゐ
た
有
馬
も

『
軍
器
は
素
よ
り
エ
業
高
般
の
事
業
帥
酬
に
囚
ら
ざ
る
は
た
し
、
鎖
は
貨
に
寓
園
強
兵
の
母
た
り
」
と
の
意
見
を
主
張
し
、
二
十
五
年
に

は
製
銭
所
創
設
意
見
出
回
一
E
時
白
総
迎
大
臣
松
方
伯
に
提
出
し
た
。
と
の
意
見
書
は
「
手
記
集
」
の
外
に
既
に
大
蔵
省
刊
行
白
「
鍛
考
」

(
一
一
十
五
年
四
月
刊
)
白
金
閣
に
「
車
問
白
必
要
」
と
題
し
て
牧
め
ら
れ
、
}
む
〈
は
伊
藤
博
文
編
「
饗
聖
地
・
工
業
資
料
L
(
昭
和
十
年
刊
V

に
も
収
録
せ
ら
れ
て
居
れ
、
更
に
そ
り
要
離
は
市
川
弘
勝
氏
の
論
及
に
も
載
せ
ら
れ
て
ゐ
る
か
ら
、
E
L
に
質
ず
る
必
要
は
た
い
が
、

全
憾
の
構
想
上
、
観
く
簡
単
に
そ
の
製
鋼
を
掲
げ
よ
う
や

頭
し
て
西
カ
東
漸
白
脅
威
を
述
べ
、

競
争
生
存
の
都
を
成
す
に
至
れ
ば
門
戸
楕
酔
ず
乞
設
け
ぎ
る
可
か
ら
ざ
る
と
一
般
、
固
に
し
て
外
交
の
繁
友
ら
ざ
る
時
は
兎

ι角
も
、

S) 
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今
日
の
時
勢
に
営
り
岡
家
百
年
の
計
を
霊
し
図
防
を
燥
さ
い
為
る
時
は
、
我
闘
は
門
戸
時
壁
を
廃
し
て
榛
利
・
利
益
の
賓
物
を
皐
て
盗

児
に
一
任
す
る
に
同
時
な
ち
ぎ
る
の
感
な
き
能
は
ざ
る
友
り
』
と
警
告
せ
る
有
島
は
、
進
ん
で
我
園
が
未
だ
貨
の
狗
立
固
と
都
す
ぺ
か

ち
ぎ
る
所
以
を
左
の
如
〈
論
巳
て
ゐ
る
。

『
我
図
維
新
以
端
文
に
武
に
長
足
の
匙
歩
を
た
し
た
る
も
、
多
〈
は
其
本
を
養
'
J

事
に
薄
う
し
て
其
投
棄
を
給
養
す
る
に
厚
さ
の
傾
な
し
と
せ
ず
。

巽
強
兵
の
基
礎
た
る
海
防
の
最
犬
器
具
な
る
寧
蹴
砲
銃
凶
如
き
は
恒
に
之
を
外
国
に
仰
ぎ
、
以
て
丹
人
白
左
右
す
る
に
一
佳
ナ
。
是
最
濁
立
閣
と
日
中

を
得
ん
や
。
平
時
は
以
て
彼
れ
白
眼
を
麹
は
ざ
る
を
得
ざ
る
の
情
に
陪
p
.
職
時
に
賞
り
で
は
如
何
に
細
を
曇
し
彼
の
敵
を
得
ん
と
す
る
も
一
兵
器
を

も
購
P
A

を
得
ず
、
空
し
〈
手
を
耕
し
て
敵
の
錯
す
所
に
任
せ
ざ
る
を
得
ぎ
る
の
掛
を
呈
ナ
ペ
さ
は
此
を
且
る
よ
り
明
か
な
り
。
思
ふ
で
誌
に
主
れ
ば
査

に
噺
叫
に
堪
申
可
け
ん
や
。
』

か
く
て
先
づ
何
よ
り
も
製
鈎
・
製
鋼
事
業
を
振
起
す
る
の
必
要
を
就
く
に
及
び
、

• 

『
凡
そ
千
百
の
説
農
に
工
に
鋼
織
に
由
ら
ざ
る

も
の
な
し
。
使
用
亦
之
よ
り
成
大
た
る
も
り
な
〈
、
之
を
海
外
宮
強
固
進
歩
の
例
に
服
せ
ば
、
欧
洲
蒸
気
護
見
以
来
船
舶
銭
道
諸
般

の
製
浩
器
械
皆
九
世
盛
大
を
極
め
、
調
々
一
迭
で
銅
銭
の
用
主
惜
別
む
。
子
工
白
菜
は
蒸
気
大
機
関
に
替
へ
、
持
力
を
減
ヒ
て
物
倒
を
低
う

し
、
之
を
以
て
手
エ
闘
に
輪
蹴
を
宇
ひ
、
遂
に
手
立
閣
を
貧
溺
に
陥
ら
し
め
て
己
白
闘
を
官
ま
せ
し
も
白
は
、
会
く
鋼
鍛
誕
の
奥
り

て
力
あ
る
所
以
な
り
』
と
論
じ
て
、
該
事
業
が
兵
器
の
母
印
ち
強
固
の
本
た
る
は
勿
論
、
百
世
市
む
母
印
ち
宮
岡
白
木
で
あ
る
こ
と
を

強
調
す
る
。

営
時
製
鋼
所
設
立
り
た
め
に
岡
安
の
嵩
む
を
不
可
と
す
る
意
見
あ
り
、
ま
た
軍
艦
建
活
費
は
そ
の
購
入
費
に
比
し
て
遥
か
に
高
債

た
る
が
故
に
、
寧
ろ
附
入
す
る
に
如
か
宇
と
由
意
見
あ
り
、
此
等
位
先
の
製
鋼
所
設
立
案
に
針
す
る
反
針
論
の
有
力
在
る
論
撲
で
あ

っ
ゎ
。
此
等
白
鞘
に
闘
し
有
島
は
、
富
岡
強
兵
の
恭
を
築
〈
た
め
に
は
決
し
て
園
費
を
苓
む
べ
か
ら
や
と
し
、
ま
た
高
債
在
る
も
敢

で
坊
げ
十
、
査
し
外
岡
よ
り
限
入
す
る
と
き
は
そ
れ
だ
け
資
本
の
流
出
と
左
る
に
射
し
、
、
『
我
固
に
於
て
費
す
所
の
原
資
工
費
は
我

有
島
武
の
偶
蹄
策
論

停
五
十
五
巻

五
ブL

一
一
保
亘
腕

ブL

ブL

「明治財政且」策3巻、 585頁参照7) 



有
島
式
。
相
済
策
論

第
宜
十
五
巻

五
九

第
五
鵠

O 
O 

悶
民
の
千
に
落
ち
流
動
資
本
と
な
り
、
常
に
我
闘
中
に
存
し
抑
々
運
働
す
る
』
が
故
で
あ
る
と
、
正
々
の
論
を
掲
げ
て
ゐ
る
。
突
で

h、

今
日
『
外
図
貿
易
上
貨
物
の
輸
出
入
に
於
て
常
に
平
均
せ
示
、
矯
め
に
正
貨
を
以
て
我
よ
り
彼
に
償
は
ざ
る
を
得
ざ
る
白
時
に
際
ず
。

故
に
今
に
し
て
製
餓
業
を
興
す
は
貿
易
主
平
準
た
ら
し
む
る
上
に
於
て
も
亦
緊
急
白
事
件
売
り
』
と
漣
ベ
て
、
営
時
百
鈎
材
・
徴
製

機
枕
器
具
等
由
服
入
債
舗
を
掲
げ

τ
ゐ
る
が
、
寅
に
営
時
は
輸
入
貿
易
に
於
て
共
等
貨
物
の
償
額
が
目
立
っ
て
増
加
し
始
め
た
時
期

で
あ
っ
た
。

而
し
て
彼
は
一
六
製
鱗
伺
揮
を
設
置
す
る
と
と
の
直
接
の
利
待
と
し
て
、

一
、
上
識
の
如
垂
鋼
鈎
製
器
の
輸
入
、
金
銀
貨
の
続
出
を

防
ぎ
得
る
己
と
、
二
、
軍
艦
・
銃
砲
・
銭
遁
共
他
諸
般
の
工
場
の
需
要
を
充
た
し
工
業
を
振
起
し
得
る
と
と
、
。
二
項
を
幕
げ
、
間

接
的
利
銃
と
し
て

て
国
民
が
製
帥
開
設
に
経
験
熟
達
す
る
と
と
、
二
、
製
融
開
業
及
び
諸
機
械
に
闘
し
殻
明
者
を
生
や
る
こ
と
二
ニ
.
 

• 
持
力
業
主
増
す
と
と
、
四
、
閣
内
諸
方
K
微
鏡
業
が
起
る
と
と
、
五
、
臨
時
餓
・
故
餓
を
利
則
す
る
と
と
、
六
、
銀
器
・
餓
具
申
工
業

者
を
増
す
こ
と
、
七
、
餓
掛
・
鍛
具
の
供
給
増
す
に
従
ひ
殖
産
興
業
大
い
に
振
起
す
べ
き
と
と
、
八
戸
右
の
振
起
に
件
ひ
制
民
投
産

の
道
立
ち
、
そ
の
生
計
の
皮
を
高
む
る
と
と
、
丸
、
製
紙
事
業
民
随
伴
し
て
採
決
議
が
後
達
す
る
乙
と
、
の
九
項
目
を
掲
げ
、

.， 
首l

隙
白
如
く
、
凶
内
最
終
消
上
よ
り
論
宇
る
も
大
在
る
好
川
市
を
得
べ
者
も
の
一
た
れ
ば
、
岡
家
経
輸
の
最
も
先
に
す
べ
き
も
の
に
し
て
、
目

下
之
を
世
き
て
他
に
官
出
の
策
な
か
る
べ
し
。
放
に
製
織
事
業
は
宜

L
〈
同
家
事
業
・
と
し
て
之
忙
着
手
す
ペ
し
」
と
論
じ
工
ゐ
る
。

要
す
る
に
製
織
事
業
は
生
産
財
の
生
産
部
門
に
属
し
て
而
も
そ
の
中
枢
的
地
位
を
占
む
る
も
り
た
る
己
と
を
認
識
し
、
そ
の
振
興

に
こ
そ
官
岡
砲
兵

E
依
頼
し
得
ベ
き
己
と
を
論
じ
て
ゐ
る
の
で
あ
っ
て
、

『
如
此
岡
家
の
某
本
た
る
事
業
に
注
目
せ
司
ず
し
て
雷
に
枚

楽
的
事
業
主
以
て
岡
家
の
宮
砲
を
計
ら
ん
と
す
る
は
、
恰
も
一
稼
植
を
カ
め
や
し
て
穀
物
を
笠
み
、
尺
寸
の
士
地
を
有
せ
や
し
て
線
描

を
唖
摘
さ
ん
と
企
る
が
如
く
、
得
ん
己
と
を
欲
す
る
も
決
し
て
得
べ
か
ら
宇
』
ム
」
漣
ベ
て
ゐ
る
。
而
し
て
国
家
事
業
と
し
て
之
に
岩
手



す
べ
し
と
主
張
す
る
論
協
と
し
て
『
製
鍛
事
業
は
個
人
的
の
傍
業
と
し
て
は
或
は
収
支
相
償
は
ぎ
る
と
と
の
虞
あ
れ
ば
、
到
底
民
業

と
し
て
興
る
由
時
期
し
て
待
つ
べ
か
ら
十
、
然
り
と
難
岡
家
的
事
業
と
し
て
は
前
蓮
の
如
〈
間
援
の
公
利
・
公
(
府
政
相
叫
あ
る
敢
に
、

図
{
哉
の
官
を
増
進
す
る
上
K
於
て
利
益
英
大
た
り
、
是
個
人
的
利
接
岸
一
国
家
的
利
議
の
別
自
ら
分
る
、
斯
以
た
り
』
と
説
い
て
居
り

誠
に
傾
議
す
べ
き
も
の
が
あ
る
。

明
治
二
十
五
年
六
丹
、
農
商
務
大
阪
主
管
の
下
に
制
法
鋭
事
業
調
査
合
が
設
け
ら
る
L
ゃ
、
殺
は
、
工
率
博
士
長
谷
川
芳
之
助
、
海

軍
大
技
士
内
藤
政
夫
、
工
科
大
事
教
朝
日
野
呂
長
義
、
海
軍
少
技
柴
宮
原
二
郎
、
鱗
山
局
長
和
問
縦
四
郎
、
海
軍
大
投
獄
原
町
宗
助
、

除
草
少
嫡
牧
野
毅
仕
共
に
調
安
委
員
に
列
し
た
日
そ
の
七
月
、
製
鍛
原
料
の
調
査
・
共
試
験
並
に
製
鍛
所
組
織
に
闘
す
る
削
賓
委
員

白
議
決
脅
が
農
商
務
大
臣
河
野
敏
嫌
に
宛
で
L
提
出
せ
ら
れ
て
ゐ
る
品
、
製
餓
所
は
そ
白
目
的
忙
於
て
草
に
軍
用
の
み
な
ら
や
汎
〈

岡
家
の
需
要
に
熔
十
る
も
の
た
る
べ
き
と
と
、
官
設
と
し
て
農
商
務
省
の
管
瑚
陀
附
す
べ
き
己
主
E
A

せ
ら
れ
て
居
り
、
そ
り
瑚
山
と

し
て
掲
げ
ら
れ
て
ゐ
る
と
と
ろ
は
、
上
越
の
有
島
武
の
製
餓
事
業
論
在
恰
も
符
怖
を
合
す
る
も
の
が
あ
る
。
後
年
八
幡
製
鍛
所
の
設

立
が
全
く
と
の
調
査
委
員
の
夜
申
に
採
っ
た
と
と
を
思
ふ
と
昔
、
少
〈
と
も
と
の
一
事
業
の
一
粧
品
川
的
部
面
に
到
す
る
彼
の
役
制
の
軍
要

さ
を
見
逃
す
b
貯
に
は
行
か
な
い
で
あ
伝
う
。

回

鍛

道

関

有

論

明
治
二
十
五
年
、
有
島
武
は
私
設
幹
線
鱗
道
を
買
収
し
て
固
有
と
な
す
べ
し
百
戸
一
の
意
見
を
時
白
大
臣
(
内
務
大
臣
品
川
輔
二
郎
か
)
に

開
陳
し
た
。
そ
れ
は
九
州
・
山
陽
白
如
意
私
設
幹
線
鍛
道
の
建
設
遅
々
、
と
し
て
進
捗
せ
守
、

上
・
経
済
上
多
大
白
支
障
あ
る
べ
き
を
盛
へ
て
で
あ
っ
た
。
占
ん
も
か
h
A

る
見
解
は
既
に
時
の
餓
道
府
長
官
井
上
勝
に
よ
っ
て
披
漉
せ

一
日
も
議
〈
会
過
を
見
ざ
れ
ば
、
軍
事

有
島
武
白
恒
祷
策
論

第
五
十
E
巻

。

五
九
三

第
五
蹴

「鰐買業・工業費料」工業養料之部、 6-10頁。8) 



有
島
武
田
極
構
策
論

O 

婚
主
十
五
巻

五
九
回

備
五
腕

ら
れ
、
そ
の
建
議
書
「
餓
道
政
略
に
闘
す
る
静
」
(
二
十
四
年
)
は
内
務
大
臣
の
探
揮
す
る
と
乙
ろ
と
た
り
、
己
れ
に
基
い
て
立
案
せ
ら

ぬ

れ
た
新
鋭
道
公
債
法
案
・
私
設
鍛
遁
買
収
法
案
は
同
年
十
二
月
、
第
二
帝
同
議
合
に
提
出
せ
ら
れ
た
。
併
し
雨
法
案
と
も
否
決
の
運

命
正
陥
っ
た
。
特
K
私
設
鍛
造
買
収
法
案
に
勤
す
る
特
別
委
員
合
の
否
決
定
見
白
一
論
探
は
概
要
左
の
如
〈
で
あ
句
向
。

『
肱
府
は
属
々
園
有
国
有
田
方
針
宜
揮
ず
る
や
一
以
て
草
案
亦
確
定
不
動
的
方
針
な
り
と
信
ぜ
ず
、
其
必
ず
再
び
民
布
に
輔
ず
る
白
と
き
あ
る
べ
き
を

信
ず
ロ
抑
々
原
案
白
理
由
に
依
れ
ほ
私
設
舗
道
は
軍
用
に
不
便
な
り
と
詞
ふ
も
、
有
事
白
際
に
島
せ
ん
に
は
徴
謹
令
白
規
定
あ
nJ
、
平
時
に
在
り
て
も
事

特
別
白
法
令
あ
る
を
以
て
不
便
と
謂
ふ
を
得
f
、
E
つ
私
設
鍛
遣
は
収
益
寡
〈
維
持
困
騰
な
り
と
詞
ふ
も
、
期
る
理
由
に
て
買
収
ナ
る
は
私
設
骨
祉
を

偏
愛
し
て
一
般
国
民
自
負
婚
を
重
〈
す
る
も
白
な
り
、
何
ほ
凶
有
国
有
相
交
錯
す
る
は
不
便
な
り
と
謂
L
も
、
私
設
曾
祉
に
し
て
買
収
を
廿
受
骨
ざ
る

場
合
に
於
て
之
を
強
制
ナ
あ
と
と
龍
は
ず
・
と
せ
ば
、
比
不
値
目
依
然
と
し
て
陪
か
恥
ヂ
』
一
百
々
。

円

A
d町
議
舎
に
於
て
の
み
在
ら
や
、
織
道
固
有
白
可
否
に
閲
す
る
論
守
が
活
滋
に
行
は
れ
た
も
り
で
あ
っ
て
、
有
島
の
意
見
書
は
賃

。

。

。

ヴ

川

に
「
銭
道
を
固
有
と
す
る
の
意
見
是
非
問
答
」
た
る
形
で
開
陳
せ
ち
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
主
た
る
貼
E
掲
げ
ん
に
、
先
づ
数
年

古
市
私
設
織
遣
を
育
成
し
来
っ
た
政
府
が
今
そ
の
主
義
主
一
援
す
る
は
同
意
し
符
」
?
と
の
反
封
論
に
封
し
、

『
是
れ
政
府
の
鈴
道
政
略

を
忠
ひ
誤
る
も
の
ts
如
し
。
査

L
政
府
は
最
初
よ
り
図
防
上
・
岡
家
経
済
上
園
力
の
皮
に
臆
じ
漸
吠
全
国
を
閑
語
し
て
岡
家
此
慶
に

依
ら
し
む
る
一
定
の
方
針
忙
於

τ
は
、
既
往
時
附
来
と
も
遣
も
襲
更
す
る
の
跡
を
見
ざ
る
た
り
。
日
月
常
一
初
官
設
私
設
相
待
て
漸
攻
共
日

的
を
逮
せ
ん
こ
と
を
計
議
し
た
る
働
を
明
か
改
め
ん
と
欲
す
る
に
過
ぎ
ざ
る
べ
し
』
云
々
と
、
餓
道
政
略
の
根
本
方
針
を
明
示
し
て

之
れ
k
f
駁
し
、
第
二
忙
官
設
鍛
遣
を
寧
ろ
寅
却
し
て
そ
の
代
金
を
以
て
他
に
餓
道
を
官
設
し
若
干
は
線
路
を
延
長
す
ペ

L
K
の
意
見

に
封
し
で
は
、
私
設
既
成
鱗
道
D
維
持
に
ず
ら
苦
し
み
つ
h
あ
る
財
界
の
現
況
に
於
て
は
、
か

h
z意
見
は
云
ふ
べ
く
し
て
行
ム
ベ

か
ら
ぎ
る
理
想
論
に
外
な
ら
や
と
す
る
。

第
三
に
、
私
設
鱗
道
を
共
僅
に
置
昔
、
官
の
欲
す
る
ま
に
/
¥
官
白
管
替
を
泊
立
各
所
に
置
か
ば
、
買
牧
を
潟
さ
ざ
る
も
そ
の
日

「日本蝿!宜虫」土錦、 915頁以下
問上、 951-952頁
との意見書は、彼泊三儲道官議議員に列せらる L 以前に提出されたものと信ず
る。
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的
を
遣
す
ペ
し
と
白
見
解
に
鈍
し
て
、
『
是
れ
一
理
あ
る
が
如
し
と
雄
、
合
祉
各
節
制
倒
立
す
れ
ば
階
っ
て
経
済
を
異
医
す
る
を
以
て
、

共
賢
俄
令
ぽ
己
の
手
足
を
己
の
窓
思
白
如
〈
使
用
す
る
龍
は
ぎ
る
と
均
し
〈
、
餓
遣
の
利
用
を
完
全
た
ち
し
む
る
は
到
底
園
有
の
一

途
と
潟
ず
に
優
る
に
如
か
ざ
る
た
り
』
云
々
と
論
じ
、
第
閲
に
、
政
府
ほ
私
設
鍛
遺
骨
日
枇
の
株
券
忙
割

L
年
五
朱
の
利
錠
配
首
を
保

設
せ
ば
別
に
買
上
を
要
せ
十
と
の
意
見
に
針
し
、
株
主
を
保
諺
す
る
に
は
足
る
ベ
青
も
餓
道
買
面
目
の
目
的
を
濯
す
る
に
は

あ
る
を
見
宇
と
し
、
第
五
に
、
私
設
餓
道
主
買
上
げ
ん
と
す
れ
ば
投
機
者
流
そ
の
聞
に
乗
じ
て
買
股
債
格
を
不
営
に
高
慌
た
ら
し
む

べ
し
と
の
議
論
に
謝
し
て
は
、
買
上
み
法
白
如
何
に
よ
り
か
L
る
弊
室
町
を
強
防
し
得
る
ん

E

一
容
へ
て
ゐ
る
。

と
り
意
見
書
を
通
じ
て
窺
は
る
L
彼
の
倣
道
論
は
、
要
す
る
に
製
徴
事
業
論
に
於
け
る
と
同
様
忙
、
鈴
道
は
企
業
利
潤
を
第
二
義

と
し
、
第
一
義
的
に
官
周
強
兵
を
目
的
と
し
て
建
設
・
経
替
す
べ
し
と
い
ふ
に
あ
り
、
而
し
て
主
要
幹
線
の
大
部
分
を
も
私
設
合
枇

に
委
品
、
而
も
そ
の
建
設
遅
々
と
し
て
進
ま
ぎ
る
現
欣
に
於
て
は
、
と
の
目
的
を
達
成
す
る
白
方
途
は
私
設
餓
道
を
買
収
し
て
閥
有

と
す
る
白
一
途
あ
る
白
み
と
論
十
る
り
で
あ
る
。
同
年
六
月
第
三
議
舎
を
通
過
せ
る
鱗
遭
敷
設
法
が
公
布
せ
ら
れ
、
本
法
に
基
い
て

俄
道
舎
議
が
設
置
せ
ら
る
h

や
~
税
は
濯
ば
れ
て
二
十
名
の
議
員
の
一
口
民
に
列
し
た
。
そ
れ
は
恐
ら
〈
岡
債
局
長
の
地
位
の
然
ら
し

め
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

4

そ
の
錆
遣
に
闘
す
る
識
見
に
よ
る
と
己
ろ
で
も
あ
ら
う
。

五

徐

言

以
上
白
外
、
本
「
手
記
集
」
に
は
「
僚
約
改
正
問
題
に
付
き
私
考
意
見
」
(
明
治
三
十
二
年
)
が
牧
め
ら
れ
て
ゐ
る
。
と
れ
は
前
週
の
如
く

関
税
D
事
務
を
執
門
事
し
て
以
来
、
傑
約
問
題
に
つ
き
絶
え
ヂ
研
鑓
せ
る
結
果
成
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
弘
く
と
れ
を
流
布
せ
ば
外
交

。
秘
密
に
縄
れ
ん
と
と
を
惜

b
、
「
僚
約
問
題
調
言
」
と
題
し
て
少
数
の
厚
信
の
人
々
に
頒
布
し
、

第
五
十
五
巻

そ
の
一
常
否
を
問
う
た
も
の
で
あ

有
島
武
田
一
紐
済
策
論

傍
五
獄

O 

五
九
五

も
設

描遺骨議は政府四百書簡に慮ピ蝿道工事着手自胴序lk.V'臨池公債P金額を議定
するものである。
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有
島
武
田
極
済
策
論

保
五
十
五
巻

五
九
六

此
帝
王
抗

O 
凹

る
。
専
門
外
の
部
者
江
は
そ
白
粉
介
。
椴
力
た
く
、
且
つ
本
稿
趨
草
白
目
的
白
範
闘
を
趨
ゆ
る
を
以
て
、
そ
の
内
容
に
備
れ
る
己
と

を
省
略
す
る
が
、
モ
白
堂
々
の
論
に
は
誠
に
傾
錯
す
べ
き
も
の
が
あ
り
、
を
と
に
ほ
と
ば
し
る
愛
闘
の
至
情
に
は
胸
を
打
た
る
L
も

。
が
あ
る
。

ま
た
租
税
寮
同
仕
営
時
、
米
人
ウ
ヰ
リ
ヤ
ム
に
就
い
て
税
務
を
研
究
し
た
と
と
は
前
に
述
べ
た
が
、
そ
の
際
彼
が
主
と
し
て
研
究

し
た
白
は
印
紙
税
で
あ
っ
て
、
そ
白
立
案
は
政
府
の
採
揮
す
る
と
と
る
と
た
り
、
車
に
詮
努
に
限
ら
や
煩
草
・
寅
諜
・
反
物
等
種
々

の
寅
品
に
油
用
せ
ら
れ
、
印
紙
税
牧
入
は
蛍
時
四
租
税
収
入
中
に
重
苦
を
な

L
た
。
ま
た
横
諸
税
関
長
在
任
時
代
、
諸
々
十
六
年
に

米
間
議
舎
が
下
閥
償
金
を
日
本
に
返
還
せ
ん
と
と
を
議
決
し
た
と
白
報
に
援
し
虎
有
島
は
、

E
の
金
を
以
て
積
一
樹
港
を
改
良
し
、
防

波
堤
・
桟
橋
・
碇
舶
揚
等
白
施
工
に
充
つ
る
を
週
営
な
り
と
考
へ
、
神
奈
川
賂
知
事
神
守
岡
田
賛
成
を
得
て
内
閣
諸
公
に
E
れ
を
開

陳
し
た
。
と
の
意
見
も
採
惇
せ
ら
れ
、
や
が
て
港
時
改
良
工
事
の
施
行
を
見
た
と
い
ム
。

以
上
を
通
覧
す
右
民
、
モ
の
前
半
世
在
大
蔵
省
に
捧
げ
た
右
島
武
の
官
圃
強
兵
を
根
本
理
念
と
す
る
諸
々
の
経
消
策
論
は
、
営
該

事
項
に
回
開
す
る
施
政
白
方
剣
を
樹
立
し
若
く
は
乙
れ
を
補
強
す
る
上
に
興
っ
て
力
が
あ
っ
た
や
ろ
忙
考
へ
ら
れ
る
。
従
来
断
片
的
に

し
か
知
ら
れ
泣
か
っ
た
彼
白
事
訟
の
全
貌
が
己
白
「
手
記
集
」
に
よ
っ
て
略
々
明
か
に
せ
ら
れ
た
と
と
は
、
大
い
た
る
喜
ぴ
と
し
た
け

れ
ば
な
ら
ぬ
。
モ
れ
に
し
て
も
製
餓
所
創
設
意
見
に
現
は
れ
た
る
が
如
昔
堂
々
の
経
消
論
|
l
l
そ
れ
は
一
部
人
士
の
悶
に
根
強
く
事

し
た
英
国
流
の
交
換
債
値
白
理
論
に
謝
抗
し
て
、

恰
も
生
産
力
理
論
と
し
て
掲
げ
ら
れ
た
も
白
ー
ー
が
如
何
に
し
て
形
浩
ら
れ
た

か
、
己
白
離
を
更
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
ら
う
。

附
記
|
本
稿
は
「
明
治
維
新
後
に
於
け
る
飽
済
政
策
目
軒
究
」
白
題
下
に
日
本
串
術
振
興
骨
よ
B
援
助
を
受
け
て
な
し
つ
L

あ
る
研
究
の
一
部
で
あ
る
。




